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新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の割当てに関するお知らせ 
 

 

 

当社は本日開催の当社取締役会において、商法第２８０条ノ２０、第２８０条ノ２１および平成１７

年５月２４日開催の当社第２期定時株主総会決議に基づき、当社社内取締役および役付執行役員の株価

向上に対する意欲や士気を高め、企業価値の増大を図ることを目的として、当社社内取締役および役付

執行役員に対し「株式報酬型ストックオプション」として新株予約権を無償で発行することに関し、具

体的内容を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 新株予約権の名称      

株式会社三越２００５年６月発行新株予約権 

（株式報酬型ストックオプション） 

2. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 

当社普通株式  １３４，０００株 

3. 新株予約権の数 

１３４個 

なお、新株予約権１個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は１，０

００株とする。 

4. 各新株予約権の発行価額および発行日 

各新株予約権は無償で発行するものとし、これを発行する日（以下、「発行日」という。）は

平成１７年６月２３日とする。 

5. 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額 

各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行また

は移転する株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた

金額とする。行使価額は、１円とする。 
6. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 

１３４，０００円 

7. 新株予約権を行使することができる期間 

平成１８年６月１日から平成２７年５月３１日まで 

8. その他の新株予約権の行使の条件 
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各新株予約権 1 個当たりの一部行使はできないものとする。 
9.新株予約権の消却事由および消却の条件 

(1) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当

社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株

主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を、無償にて消却することができるものと

する。 

(2) 当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を、無償にて消却することができる

ものとする。 

10. 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 

11. 新株予約権証券の発行 

新株予約権証券は、新株予約権者の請求があるときに限り発行するものとする。 

12. 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において当該株式の発行価額中資本

に組入れる額 

資本に組入れる額は１円とする。 

13. 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合における利益配当の計算 

新株予約権の行使により発行された当社普通株式に対する最初の株主配当金または中間配当

金は、新株予約権の行使が３月１日から８月３１日までになされたときは３月１日に、９月

１日から翌年２月末日までの間になされたときは９月１日にそれぞれ行使があったものとみ

なしてこれを支払う。 

14. 新株予約権の行使請求受付場所 

当社総務室（またはその時々における当該業務担当部署） 

15. 新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行日本橋支店（またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当

該支店の承継支店） 

16. 割当先の概要 

当社社内取締役および役付執行役員の合計１４名に割当てる。 

 以  上 


